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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
オーディオ信号（４０）の一部分を符号化するために第１の特性を有する第１符号化アル
ゴリズムと第２の特性を有する第２符号化アルゴリズムの一方を選択して、前記オーディ
オ信号（４０）の前記一部分の符号化済みバージョンを得る装置（１０）であって、
前記オーディオ信号を受信し、前記オーディオ信号内のハーモニクスの振幅を低減し、か
つ前記オーディオ信号のフィルタ処理済みバージョンを出力する長期予測フィルタと、
前記オーディオ信号のフィルタ処理済みバージョンを使用して、前記オーディオ信号の前
記一部分の第１品質尺度として前記オーディオ信号の前記一部分のＳＮＲ（信号対ノイズ
比）又はセグメントＳＮＲを推定する第１推定部（１２）であって、前記第１品質尺度は
前記第１符号化アルゴリズムと関連しており、前記第１品質尺度を推定することは、前記
第１符号化アルゴリズムの近似を実行して前記第１符号化アルゴリズムの歪み推定を取得
し、かつ前記第１符号化アルゴリズムを使用した前記オーディオ信号の前記一部分の実際
の符号化及び復号化を行わずに、前記オーディオ信号の前記一部分と前記第１符号化アル
ゴリズムの歪み推定とに基づいて第１品質尺度を推定することを含む、第１推定部（１２
）と、
前記オーディオ信号の前記一部分についての第２品質尺度としてＳＮＲ又はセグメントＳ
ＮＲを推定する第２推定部（１４）であって、前記第２品質尺度は前記第２符号化アルゴ
リズムと関連しており、前記第２品質尺度を推定することは、前記第２符号化アルゴリズ
ムの近似を実行して、第２符号化アルゴリズムの歪み推定を取得し、かつ前記第２符号化
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アルゴリズムを使用した前記オーディオ信号の前記一部分の実際の符号化及び復号化を行
わずに、前記オーディオ信号の前記一部分と前記第２符号化アルゴリズムの歪み推定とを
使用して前記第２品質尺度を推定することを含む、第２推定部（１４）と、
前記第１品質尺と前記第２品質尺度との間の比較に基づいて、前記第１符号化アルゴリズ
ム又は前記第２符号化アルゴリズムを選択する制御部（１６）と、を含み、
前記第１符号化アルゴリズムは、変換符号化アルゴリズム、ＭＤＣＴ（修正離散コサイン
変換）ベースの符号化アルゴリズム、又はＴＣＸ（変換符号化励振）符号化アルゴリズム
のいずれかであり、前記第２符号化アルゴリズムは、ＣＥＬＰ（符号励振線形予測）符号
化アルゴリズム又はＡＣＥＬＰ（代数符号励振線形予測）符号化アルゴリズムである、装
置。
【請求項２】
請求項１に記載の装置（１０）であって、
前記長期予測フィルタの伝達関数は、ピッチラグの整数部分と、前記ピッチラグの小数部
に依存したマルチタップフィルタの伝達関数とを含む、装置。
【請求項３】
請求項１に記載の装置（１０）であって、
前記長期予測フィルタは、次式のような伝達関数を有し、

ここで、Ｔint及びＴfrはピッチラグの整数部及び小数部であり、ｇはゲインであり、β
は重みであり、Ｂ(z,Tfr) は前記ピッチラグの小数部に依存する係数を持つＦＩＲローパ
スフィルタの伝達関数である、装置。
【請求項４】
請求項１乃至３のいずれかに記載の装置であって、
１つ又は複数のハーモニシティ尺度及び／又は１つ又は複数の時間的構造尺度を閾値と比
較し、その比較結果に基づいて前記長期予測フィルタを無効にする無効化ユニットをさら
に備える、装置。
【請求項５】
請求項４に記載の装置であって、
前記１つ又は複数のハーモニシティ尺度は正規化相関又は予測ゲインの少なくとも１つを
含み、前記１つ又は複数の時間的構造尺度は時間的平坦度及びエネルギー変化の少なくと
も１つを含む、装置。
【請求項６】
請求項１乃至５のいずれかに記載の装置であって、
前記長期予測フィルタは１フレーム毎に前記オーディオ信号に適用され、前記装置は、前
記長期予測フィルタに起因して前記オーディオ信号内に生じる不連続部を除去するユニッ
トをさらに含む、装置。
【請求項７】
請求項１乃至６のいずれかに記載の装置（１０）であって、
前記第１推定部及び第２推定部は、前記オーディオ信号の重み付きバージョンの一部のＳ
ＮＲ又はセグメントＳＮＲを推定するよう構成された、装置。
【請求項８】
請求項１乃至７のいずれかに記載の装置（１０）であって、
前記第１推定部（１２）は、前記オーディオ信号の前記一部分を量子化する際に前記第１
符号化アルゴリズムで使用される量子化器が導入するであろう、推定量子化歪みを決定す
るよう構成され、前記オーディオ信号の重み付きバージョンの一部のエネルギーと前記推
定量子化歪みとに基づいて、前記第１品質尺度を推定するよう構成され、前記第１推定部
（１２）は、前記第１符号化アルゴリズムにおいて使用された量子化器とエントロピー符
号器とを用いて符号化された場合に、前記オーディオ信号の前記一部分が所定の目標ビッ
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トレートを生成するよう、前記オーディオ信号の前記一部分についてのグローバルゲイン
を推定するよう構成され、前記第１推定部（１２）はさらに前記推定されたグローバルゲ
インに基づいて前記推定量子化歪みを決定するよう構成された、装置。
【請求項９】
請求項１乃至８のいずれかに記載の装置（１０）であって、
前記第２推定部（１４）は、前記オーディオ信号の前記一部分を符号化するために適応型
コードブックを使用した際に前記第２符号化アルゴリズムで使用される前記適応型コード
ブックが導入するであろう、推定適応型コードブック歪みを決定するよう構成され、前記
第２推定部（１４）はまた、前記オーディオ信号の重み付きバージョンの一部のエネルギ
ーと前記推定適応型コードブック歪みとに基づいて、前記第２品質尺度を推定するよう構
成され、前記オーディオ信号の前記一部分の複数のサブ部分のそれぞれについて、前記第
２推定部（１４）は更に、前処理段階で決定されたピッチラグ分だけ過去へとシフトされ
た前記重み付きオーディオ信号のサブ部分のバージョンに基づいて、前記適応型コードブ
ックを近似するよう構成され、前記重み付きオーディオ信号のサブ部分と前記近似された
適応型コードブックとの間の誤差が最小化されるように、適応型コードブックゲインを推
定するよう構成され、かつ前記重み付きオーディオ信号の前記一部のサブ部分と前記適応
型コードブックゲインによってスケールされた前記近似された適応型コードブックとの間
の誤差のエネルギーに基づいて、前記推定適応型コードブック歪みを決定するよう構成さ
れている、装置。
【請求項１０】
請求項９に記載の装置（１０）であって、
前記第２推定部（１４）は、さらに前記オーディオ信号の前記一部分の各サブ部分につい
て決定された前記推定適応型コードブック歪みを一定ファクタで低減するよう構成された
、装置。
【請求項１１】
請求項１乃至８のいずれかに記載の装置であって、
前記第２推定部（１４）は、前記オーディオ信号の前記一部分を符号化するために適応型
コードブックを使用した際に前記第２符号化アルゴリズムで使用される前記適応型コード
ブックが導入するであろう、推定適応型コードブック歪みを決定するよう構成され、前記
第２推定部（１４）はまた、前記オーディオ信号の重み付きバージョンの一部のエネルギ
ーと前記推定適応型コードブック歪みとに基づいて、前記第２品質尺度を推定するよう構
成され、前記第２推定部（１４）は、前処理段階で決定されたピッチラグ分だけ過去へと
シフトされた前記重み付きオーディオ信号の前記一部のバージョンに基づいて、前記適応
型コードブックを近似するよう構成され、かつ前記重み付きオーディオ信号の前記一部と
前記近似された適応型コードブックとの間の誤差が最小化されるように、適応型コードブ
ックゲインを推定するよう構成され、前記重み付きオーディオ信号の前記一部と前記適応
型コードブックゲインによってスケールされた前記近似された適応型コードブックとの間
の誤差のエネルギーに基づいて、前記推定適応型コードブック歪みを決定するよう構成さ
れている、装置。
【請求項１２】
オーディオ信号の一部分を符号化する装置（２０）であって、請求項１乃至１１のいずれ
かに記載の装置（１０）と、前記第１符号化アルゴリズムを実行する第１符号化部（２６
）と、前記第２符号化アルゴリズムを実行する第２符号化部（２８）とを備え、前記符号
化する装置（２０）は、前記制御部（１６）による選択に依存して、前記第１符号化アル
ゴリズム又は前記第２符号化アルゴリズムを使用して前記オーディオ信号の前記一部分を
符号化するよう構成された、装置。
【請求項１３】
請求項１２に記載の符号化する装置（２０）と、前記オーディオ信号の前記一部分の符号
化済みバージョンと前記オーディオ信号の前記一部分を符号化するために使用されたアル
ゴリズムの指示とを受信し、かつ前記オーディオ信号の前記一部分の符号化済みバージョ
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ンを前記指示されたアルゴリズムを使用して復号化するよう構成された復号器と、を含む
、符号化及び復号化のシステム。
【請求項１４】
オーディオ信号（４０）の一部分を符号化するために第１の特性を有する第１符号化アル
ゴリズムと第２の特性を有する第２符号化アルゴリズムの一方を選択して、前記オーディ
オ信号（４０）の前記一部分の符号化済みバージョンを得る方法であって、
前記オーディオ信号内のハーモニクスの振幅を低減し、かつ前記オーディオ信号のフィル
タ処理済みバージョンを出力するために、長期予測フィルタを使用して前記オーディオ信
号をフィルタ処理するステップと、
前記オーディオ信号のフィルタ処理済みバージョンを使用して、前記オーディオ信号の前
記一部分の第１品質尺度として前記オーディオ信号の前記一部分のＳＮＲ（信号対ノイズ
比）又はセグメントＳＮＲを推定するステップであって、前記第１品質尺度は前記第１符
号化アルゴリズムと関連しており、前記第１品質尺度を推定することは、前記第１符号化
アルゴリズムの近似を実行して前記第１符号化アルゴリズムの歪み推定を取得し、かつ前
記第１符号化アルゴリズムを使用した前記オーディオ信号の前記一部分の実際の符号化及
び復号化を行わずに、前記オーディオ信号の前記一部分と前記第１符号化アルゴリズムの
歪み推定とに基づいて第１品質尺度を推定することを含む、ステップと、
前記オーディオ信号の前記一部分についての第２品質尺度としてＳＮＲ又はセグメントＳ
ＮＲを推定するステップであって、前記第２品質尺度は前記第２符号化アルゴリズムと関
連しており、前記第２品質尺度を推定することは、前記第２符号化アルゴリズムの近似を
実行して、第２符号化アルゴリズムの歪み推定を取得し、かつ前記第２符号化アルゴリズ
ムを使用した前記オーディオ信号の前記一部分の実際の符号化及び復号化を行わずに、前
記オーディオ信号の前記一部分と前記第２符号化アルゴリズムの歪み推定とを使用して前
記第２品質尺度を推定することを含む、ステップと、
前記第１品質尺度と前記第２品質尺度との間の比較に基づいて、前記第１符号化アルゴリ
ズム又は前記第２符号化アルゴリズムを選択するステップと、を含み、
前記第１符号化アルゴリズムは、変換符号化アルゴリズム、ＭＤＣＴ（修正離散コサイン
変換）ベースの符号化アルゴリズム、又はＴＣＸ（変換符号化励振）符号化アルゴリズム
のいずれかであり、前記第２符号化アルゴリズムは、ＣＥＬＰ（符号励振線形予測）符号
化アルゴリズム又はＡＣＥＬＰ（代数符号励振線形予測）符号化アルゴリズムである、方
法。
【請求項１５】
コンピュータ上で実行されたとき、請求項１４に記載の方法を実行するためのプログラム
コードを有するコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、オーディオコーディング（符／復号化）に関し、特に切り替え式オーディオコ
ーディングであって、オーディオ信号の異なる部分について異なる符号化アルゴリズムを
使用して符号化済み信号が生成されるコーディングに関する。
【背景技術】
【０００２】
オーディオ信号の異なる部分について異なる符号化アルゴリズムを決定する切り替え式オ
ーディオコーダが公知である。一般に、切り替え式オーディオコーダは、２つの異なるモ
ード、即ちＡＣＥＬＰ（代数符号励振線形予測）及びＴＣＸ（変換符号励振）のようなア
ルゴリズム間での切り替えを提供するものである。
【０００３】
ＭＰＥＧ　ＵＳＡＣ（ＭＰＥＧ統合スピーチオーディオ符号化）のＬＰＤモードは、２つ
の異なるモードであるＡＣＥＬＰとＴＣＸとに基づいている。ＡＣＥＬＰはスピーチ状及
び過渡状の信号に対して良好な品質を提供する。ＴＣＸは音楽状及びノイズ状の信号に対



(5) JP 6086999 B2 2017.3.1

10

20

30

40

50

して良好な品質を提供する。符号器は、どちらのモードを使用するかをフレーム毎の基準
で決定する。符号器によるこの決定は、コーデック品質にとって決定的である。誤った決
定が一つだけ存在する場合でも、特に低ビットレートにおいて、強いアーチファクトを発
生させるおそれがある。
【０００４】
どちらのモードを使用するかを決定する最も単純な手法は、閉ループのモード選択である
。即ち、両方のモードの完全な符号化／復号化を実行し、次にオーディオ信号と符号化済
み／復号化済みオーディオ信号とに基づいて両方のモードについての選択基準（例えばセ
グメントＳＮＲ）を計算し、最後にその選択基準に基づいて１つのモードを選択する。こ
の手法は、一般的には安定でかつロバストな決定をもたらす。しかしながら、この手法は
また、各フレームにおいて両方のモードが作動しなければならないので、かなりの量の演
算量を必要とする。
【０００５】
演算量を低減する代替的な手法は、開ループのモード選択である。開ループ選択とは、両
方のモードの完全な符号化／復号化を実行することなく、その代わり、低い演算量で計算
された選択基準を使用して１つのモードを選択することである。そのため、最悪の場合で
も、演算量は、演算量が最小のモード（通常はＴＣＸ）から、選択基準を計算するために
必要な演算量を差し引いた分だけ低減される。演算量の節約は通常は有意であり、そのた
め、コーデックの最悪の場合の演算量が制限されるときに、この手法は魅力的となる。
【０００６】
（非特許文献１に定義された）ＡＭＲ－ＷＢ＋標準は、８０ｍｓのフレーム内においてＡ
ＣＥＬＰ／ＴＣＸ２０／ＴＣＸ４０／ＴＣＸ８０の全ての組合せの間で決定を行うために
使用される、開ループのモード選択を含む。この点については、非特許文献１の第５．２
．４章に説明されている。更に、非特許文献２の会議録や、この会議録の著者による特許
文献１及び特許文献２にも説明されている。
【０００７】
特許文献１は、長期予測パラメータの分析に基づく開ループのモード選択を開示している
。特許文献２は、オーディオ信号の各々のセクション内のオーディオコンテンツのタイプ
を示す信号特性に基づく開ループのモード選択を開示しており、そのような選択が実行不
可能な場合には、その選択は、それぞれ隣接するセクションについて行われた統計的な評
価に基づいて実行される。
【０００８】
ＡＭＲ－ＷＢ＋の開ループの選択は、２つの主要ステップで説明可能である。第１の主要
ステップでは、エネルギーレベルの標準偏差、低周波／高周波のエネルギー関係、全体エ
ネルギー、ＩＳＰ（immittance spectral pair)距離、ピッチラグ（pitch-lag）及びゲイ
ン、スペクトル傾きなど、オーディオ信号についての複数の特徴が計算される。これらの
特徴は、次に、簡易な閾値ベースの分類を用いながら、ＡＣＥＬＰとＴＣＸとの間の選択
を行うために使用される。第１の主要ステップにおいてＴＣＸが選択された場合には、第
２の主要ステップは、閉ループ方式でＴＣＸ２０／ＴＣＸ４０／ＴＣＸ８０の可能な組合
せの間で決定を行う。
【０００９】
特許文献３は、過渡検出の結果とオーディオ信号の品質の結果とに基づいて、異なる特性
を有する２つの符号化アルゴリズムの間の決定を行う手法を開示している。加えて、ヒス
テリシスを適用することも開示されており、そのヒステリシスは過去に実行された選択、
即ちオーディオ信号の先行部分についての選択に依存している。
【００１０】
非特許文献２では、ＡＭＲ－ＷＢ＋の閉ループと開ループのモード選択が比較されている
。主観的なリスニングテストによれば、開ループのモード選択は、閉ループのモード選択
と比べて有意に悪い性能を示す。しかしまた、開ループのモード選択が、最悪の場合の演
算量を４０％低減させることも示されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】米国特許第７，７４７，４３０号
【特許文献２】米国特許第７，７３９，１２０号
【特許文献３】ＷＯ２０１２／１１０４４８Ａ１
【特許文献４】ＰＣＴ／ＥＰ２０１４／０５１５５７
【特許文献５】米国特許第５，０１２，５１７号
【特許文献６】ＥＰ０７３２６８７Ａ２
【特許文献７】ＵＳ５９９９８９９Ａ
【特許文献８】米国特許第７，３５３，１６８号
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】International Standard 3GPP TS 26.290 V6.1.0 2004-12
【非特許文献２】“Low Complex Audio Encoding for Mobile, Multimedia, VTC 2006, M
akinen et al.”
【非特許文献３】Rec. ITU-T G.718
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
本発明の目的は、良好な性能と低減された演算量とで、第１符号化アルゴリズムと第２符
号化アルゴリズムとの間の選択を可能にする、改善された手法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
この目的は、請求項１に記載の装置と、請求項１４に記載の方法と、請求項１５に記載の
コンピュータプログラムによって達成される。
【００１５】
本発明の実施形態は、オーディオ信号の一部分を符号化してオーディオ信号の符号化済み
バージョンを取得するために、第１特性を有する第１符号化アルゴリズムと第２特性を有
する第２符号化アルゴリズムとの一方を選択する装置を提供し、この装置は、
オーディオ信号を受信し、オーディオ信号内のハーモニクス（高調波）の振幅を低減し、
かつオーディオ信号のフィルタ処理済みバージョンを出力するよう構成された長期予測フ
ィルタと、
オーディオ信号の前記部分の第１品質尺度としてオーディオ信号の前記部分のＳＮＲ（信
号対ノイズ比）又はセグメントＳＮＲを推定する際に、オーディオ信号のフィルタ処理済
みバージョンを使用する第１推定部であって、第１品質尺度は第１符号化アルゴリズムと
関連しており、実際に第１符号化アルゴリズムを使用してオーディオ信号の前記部分の符
号化及び復号化を行わない、第１推定部と、
オーディオ信号の前記部分についての第２品質尺度としてＳＮＲ又はセグメントＳＮＲを
推定する第２推定部であって、第２品質尺度は第２符号化アルゴリズムと関連しており、
実際に第２符号化アルゴリズムを使用してオーディオ信号の前記部分の符号化及び復号化
を行わない、第２推定部と、
第１品質尺度と第２品質尺度との間の比較に基づいて、第１符号化アルゴリズム又は第２
符号化アルゴリズムを選択する制御部と、を含む。
【００１６】
本発明の実施形態は、オーディオ信号の一部分を符号化してオーディオ信号の符号化済み
バージョンを取得するために、第１特性を有する第１符号化アルゴリズムと第２特性を有
する第２符号化アルゴリズムとの一方を選択する方法を提供し、この方法は、
オーディオ信号内のハーモニクスの振幅を低減し、かつオーディオ信号のフィルタ処理済
みバージョンを出力するために、オーディオ信号をフィルタ処理するステップと、
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オーディオ信号の前記部分についての第１品質尺度としてオーディオ信号の前記部分のＳ
ＮＲ又はセグメントＳＮＲを推定する際に、オーディオ信号のフィルタ処理済みバージョ
ンを使用するステップであって、第１品質尺度は第１符号化アルゴリズムと関連しており
、実際に第１符号化アルゴリズムを使用してオーディオ信号の前記部分の符号化及び復号
化を行わない、ステップと、
オーディオ信号の前記部分についての第２品質尺度としてＳＮＲ又はセグメントＳＮＲを
推定するステップであって、第２品質尺度は第２符号化アルゴリズムと関連しており、実
際に第２符号化アルゴリズムを使用してオーディオ信号の前記部分の符号化及び復号化を
行わない、ステップと、
第１品質尺度と第２品質尺度との間の比較に基づいて、第１符号化アルゴリズム又は第２
符号化アルゴリズムを選択するステップと、を含む。
【００１７】
本発明の実施形態は、第１符号化アルゴリズム及び第２符号化アルゴリズムの各々につい
て品質尺度を推定し、第１品質尺度と第２品質尺度との間の比較に基づいて、前記符号化
アルゴリズムの一方を選択することにより、改善された性能を有する開ループの選択が可
能になる、という知見に基づいている。品質尺度は推定されるのであり、即ち、品質尺度
を得るためにオーディオ信号が実際に符号化及び復号化されることはない。従って、低減
された演算量を用いて品質尺度が取得可能となる。次いで、モード選択は、閉ループのモ
ード選択に匹敵するような推定された品質尺度を使用して、実行できる。更に、本発明は
、第１品質尺度の推定が、オーディオ信号のフィルタ処理されていないバージョンと比較
してハーモニクスが低減されているオーディオ信号の一部分のフィルタ処理済みバージョ
ンを使用する場合には、改善されたモード選択が達成できる、という知見にも基づいてい
る。
【００１８】
本発明の実施形態においては、開ループのモード選択が行われ、ここでは、ＡＣＥＬＰ及
びＴＣＸのセグメントＳＮＲが低い演算量で最初に推定される。次に、これら推定された
セグメントＳＮＲ値を使用して、閉ループのモード選択と同様にモード選択が実行される
。
【００１９】
本発明の実施形態は、ＡＭＲ－ＷＢ＋の開ループのモード選択において用いられるような
、伝統的な特徴＋分類部の手法を使用する訳ではない。その代わり、本発明の実施形態は
、各モードの品質尺度を推定し、最良の品質を提供するモードを選択しようと試みる。
【００２０】
本発明の実施形態について、添付図面を参照しながら、以下において更に詳細に説明する
。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】第１符号化アルゴリズムと第２符号化アルゴリズムとの一方を選択する装置の一
実施形態の概略図を示す。
【図２】オーディオ信号を符号化する装置の一実施形態の概略図を示す。
【図３】第１符号化アルゴリズムと第２符号化アルゴリズムとの一方を選択する装置の一
実施形態の概略図を示す。
【図４ａ】ＳＮＲの可能な計算式を示す。
【図４ｂ】セグメントＳＮＲの可能な計算式を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
以下の説明では、異なる図面における類似の構成要素／ステップには同じ参照符号を付し
ている。図面においては、信号接続などのような特徴であって、本発明を理解する上で必
須でないものについては、説明を省略する点に留意されたい。
【００２３】
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図１は、オーディオ信号の一部分を符号化するための符号器として、ＴＣＸアルゴリズム
などの第１符号化アルゴリズムと、ＡＣＥＬＰアルゴリズムなどの第２アルゴリズムとの
一方を選択する装置１０を示す。この装置１０は、オーディオ信号の前記部分のＳＮＲ又
はセグメントＳＮＲを、その信号部分の第１品質尺度として推定する第１推定部１２を含
む。その第１品質尺度は、第１符号化アルゴリズムと関連している。装置１０は、オーデ
ィオ信号を受信し、オーディオ信号内のハーモニクスの振幅を低減させ、オーディオ信号
のフィルタ処理済みバージョンを出力するよう構成された、フィルタ２を含む。図１に示
すように、フィルタ２は第１推定部１２の内部に配置されてもよく、第１推定部１２の外
部に配置されてもよい。第１推定部１２は、第１品質尺度を推定する際に、オーディオ信
号のフィルタ処理済みバージョンを使用する。換言すれば、第１推定部１２は第１品質尺
度を推定するが、その第１品質尺度とは、第１符号化アルゴリズムを使用して符号化及び
復号化された場合にオーディオ信号の前記部分が持つであろう品質尺度であり、実際に第
１符号化アルゴリズムを使用してオーディオ信号の前記部分を符号化及び復号化すること
はない。装置１０は、前記信号部分について第２品質尺度を推定するための第２推定部１
４を含む。第２品質尺度は第２符号化アルゴリズムと関連している。換言すれば、第２推
定部１４は第２品質尺度を推定するが、その第２品質尺度とは、第２符号化アルゴリズム
を使用して符号化及び復号化された場合にオーディオ信号の前記部分が持つであろう品質
尺度であり、実際に第２符号化アルゴリズムを使用してオーディオ信号の前記部分を符号
化及び復号化することはない。更に、装置１０は、第１品質尺度と第２品質尺度との間の
比較に基づいて第１符号化アルゴリズム又は第２符号化アルゴリズムを選択する、制御部
１６を含む。その制御部は、選択された符号化アルゴリズムを示す出力１８を含んでもよ
い。
【００２４】
以下の説明において、第１推定部は、オーディオ信号のフィルタ処理済みバージョンを使
用する。即ち、たとえ明示的に示されなくても、ハーモニクスの振幅を低減するよう構成
されたフィルタ２が提供され、かつそのフィルタが無効化されていない場合には、第１品
質尺度を推定する際にオーディオ信号の前記部分のフィルタ処理済みバージョンが使用さ
れる。
【００２５】
一実施形態において、第１符号化アルゴリズムに関連する第１特性は、音楽状及びノイズ
状の信号に対してより適しており、第２符号化アルゴリズムに関連する第２特性は、スピ
ーチ状及び過渡状の信号に対してより適している。本発明の実施形態において、第１符号
化アルゴリズムは、例えばＭＤＣＴ（修正離散コサイン変換）符号化アルゴリズムなどの
変換符号化アルゴリズムやＴＣＸ（変換符号励振）符号化アルゴリズムのような、オーデ
ィオ符／復号化アルゴリズムである。ＦＦＴ変換、他のいずれかの変換、又はフィルタバ
ンクに基づく他の変換符／復号化アルゴリズムもあり得る。本発明の実施形態において、
第２符号化アルゴリズムは、ＣＥＬＰ（符号励振線形予測）符／復号化アルゴリズムやＡ
ＣＥＬＰ（代数符号励振線形予測）符／復号化アルゴリズムなどのような、スピーチ符号
化アルゴリズムである。
【００２６】
実施形態の中で、品質尺度は知覚的な品質尺度を示す。第１符号化アルゴリズムの主観的
な品質の推定値である１つの値と、第２符号化アルゴリズムの主観的な品質の推定値であ
る１つの値とが計算されてもよい。これら２つの値の比較に基づいて、最良に推定された
主観的品質を与える符号化アルゴリズムが選択されてもよい。この点は、信号の種々の特
徴を表す多数の特性が計算され、次に分類器を適用してどのアルゴリズムを選択するかが
決定される、ＡＭＲ－ＷＢ＋標準とは相違している。
【００２７】
実施形態の中で、それぞれの品質尺度は、重み付きオーディオ信号、即ちオーディオ信号
の重み付きバージョンの一部分に基づいて推定される。実施形態の中で、重み付きオーデ
ィオ信号は、重み付け関数によってフィルタ処理されたオーディオ信号として定義され得
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る。その場合、重み付け関数は重み付きＬＰＣフィルタＡ（ｚ/ｇ）であり、ここでＡ（
ｚ）はＬＰＣフィルタであり、ｇは例えば０．６８等の０～１の間の重みである。このよ
うな方法で、知覚的品質の良好な尺度が得られることが分かってきた。ＬＰＣフィルタＡ
（ｚ）及び重み付きＬＰＣフィルタＡ（ｚ/ｇ）は前処理段階で決定され、かつそれらは
両方の符号化アルゴリズムにおいて使用される点に留意されたい。他の実施形態において
、重み付け関数は線形フィルタ、ＦＩＲフィルタ又は線形予測フィルタであってもよい。
【００２８】
実施形態において、品質尺度は、重み付き信号ドメインにおけるセグメントＳＮＲ（信号
対ノイズ比）である。重み付き信号ドメインにおけるセグメントＳＮＲは、知覚的品質の
良好な尺度を表し、従って、品質尺度として有益な方法で使用可能であることが分かって
きた。これはまた、符号化パラメータを推定するために、ＡＣＥＬＰとＴＣＸの両方の符
号化アルゴリズムで使用される品質尺度である。
【００２９】
他の品質尺度は、重み付き信号ドメインにおけるＳＮＲでもよい。別の品質尺度は、セグ
メントＳＮＲ、つまり、非重み付き信号ドメインにおける、即ち（重み付き）ＬＰＣ係数
によってフィルタ処理されていない、オーディオ信号の対応する部分のＳＮＲであっても
よい。
【００３０】
一般に、ＳＮＲはオリジナル及び処理済みのオーディオ信号（スピーチ信号など）をサン
プル毎に比較する。その目的は、入力波形を再生する波形コーダの歪みを測定することで
ある。ＳＮＲは図４ａに示すように計算され得る。ここで、ｘ（ｉ）及びｙ（ｉ）は、指
標ｉを有するオリジナル及び処理済みのサンプルであり、Ｎはサンプルの全体数である。
セグメントＳＮＲは、全体の信号について作用する代わりに、例えば５ｍｓのように１～
１０ｍｓなどの短いセグメントのＳＮＲ値の平均を計算する。ＳＮＲは図４ｂに示すよう
に計算されてもよい。ここで、ＮとＭとは、それぞれセグメント長とセグメントの数とを
表す。
【００３１】
本発明の実施形態において、オーディオ信号の前記部分は、オーディオ信号を窓掛けして
得られたオーディオ信号の１つのフレームを表し、オーディオ信号を窓掛けすることで得
られた複数の連続的なフレームについて適切な符号化アルゴリズムの選択が行われる。以
下の説明では、オーディオ信号に関連して、「部分」と「フレーム」という用語は交換可
能に用いられている。実施形態において、各フレームは複数のサブフレームへと分割され
、各サブフレームについてＳＮＲを計算し、ｄＢへと変換し、ｄＢでサブフレームＳＮＲ
の平均値を計算することによって、各フレームについてセグメントＳＮＲが推定される。
【００３２】
このように実施形態において、推定されるのは、入力オーディオ信号と復号化済みオーデ
ィオ信号との間の（セグメント）ＳＮＲではなく、重み付き入力オーディオ信号と重み付
き復号化済みオーディオ信号との間の（セグメント）ＳＮＲである。この（セグメント）
ＳＮＲに関しては、ＡＭＲ－ＷＢ＋標準（非特許文献１）の第５．２．３章を参照するこ
とができる。
【００３３】
本発明の実施形態においては、重み付きオーディオ信号の一部分のエネルギーと、それぞ
れのアルゴリズムによってその信号部分を符号化する際に導入される歪みの推定値とに基
づいて、それぞれの品質尺度が推定されるが、第１推定部および第２推定部は、重み付き
オーディオ信号のエネルギーに依存して、推定された歪みを決定するよう構成されている
。
【００３４】
本発明の実施形態においては、オーディオ信号の前記部分を量子化する際に第１符号化ア
ルゴリズムで使用される量子化器によって導入される、推定量子化歪みが決定され、第１
品質尺度は、重み付きオーディオ信号の前記部分のエネルギーと推定量子化歪みとに基づ
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いて決定される。そのような実施形態においては、オーディオ信号の前記部分が第１符号
化アルゴリズムにおいて使用される量子化器とエントロピー符号器とによって符号化され
た場合に、所定の目標ビットレートを生成するように、オーディオ信号の前記部分につい
てグローバルゲインが推定されてもよく、その場合には、推定量子化歪みは、推定された
グローバルゲインに基づいて決定される。そのような実施形態において、推定量子化歪み
は、推定されたゲインのパワーに基づいて決定されてもよい。第１符号化アルゴリズムで
使用される量子化器が一様スカラ量子化器（uniform scalar quantizer）である場合、第
１推定部は式Ｄ＝Ｇ*Ｇ／１２を用いて推定量子化歪みを決定してもよく、ここで、Ｄは
推定量子化歪みであり、Ｇは推定されたグローバルゲインである。第１符号化アルゴリズ
ムが別の量子化器を使用する場合には、量子化歪みは別の方法でグローバルゲインから決
定されてもよい。
【００３５】
本発明の発明者らは、ＴＣＸなどの第１符号化アルゴリズムを用いてオーディオ信号の前
記部分を符号化及び復号化する際に取得されるであろう、セグメントＳＮＲのような品質
尺度は、上述した特徴を任意の組合せにおいて使用することで、適切な方法で推定可能で
あることを認識している。
【００３６】
本発明の実施形態において、第１品質尺度はセグメントＳＮＲであり、そのセグメントＳ
ＮＲは、オーディオ信号の前記部分の複数のサブ部分の各々に関連する推定されたＳＮＲ
を、重み付きオーディオ信号の対応するサブ部分のエネルギーと推定された量子化歪みと
に基づいて計算すること、及び、重み付きオーディオ信号の前記部分のサブ部分と関連す
る前記ＳＮＲの平均を計算することによって推定され、その結果、重み付きオーディオ信
号の前記部分について推定されたセグメントＳＮＲが得られる。
【００３７】
本発明の実施形態においては、オーディオ信号の前記部分を符号化するために適応型コー
ドブックを使用した際に、第２符号化アルゴリズムで使用される適応型コードブックによ
って導入されるであろう、推定適応型コードブック歪みが決定され、第２品質尺度は、重
み付きオーディオ信号の前記部分のエネルギーと推定適応型コードブック歪みとに基づい
て推定される。
【００３８】
そのような実施形態においては、オーディオ信号の前記部分の複数のサブ部分のそれぞれ
について、前処理段階で決定されたピッチラグ分だけ過去へとシフトされた重み付きオー
ディオ信号のサブ部分のバージョンに基づいて、適応型コードブックが近似されてもよく
、また、重み付きオーディオ信号のサブ部分と近似された適応型コードブックとの誤差が
最小化されるように、適応型コードブックゲインが推定されてもよく、更に、重み付きオ
ーディオ信号の前記部分のサブ部分と適応型コードブックゲインによってスケールされた
近似された適応型コードブックとの誤差のエネルギーに基づいて、推定適応型コードブッ
ク歪みが決定されてもよい。
【００３９】
本発明の実施形態において、オーディオ信号の前記部分の各サブ部分について決定された
推定適応型コードブック歪みは、第２符号化アルゴリズムにおいて革新的コードブックに
よって達成される歪みの低減を考慮して、一定ファクタだけ低減されてもよい。
【００４０】
本発明の実施形態において、第２品質尺度はセグメントＳＮＲであり、そのセグメントＳ
ＮＲは、重み付きオーディオ信号の対応するサブ部分のエネルギーと推定適応型コードブ
ック歪みとに基づいて、各サブ部分に関連する推定されたＳＮＲを計算し、かつ、前記サ
ブ部分に関連するそれらＳＮＲの平均を計算することで推定され、その結果、推定された
セグメントＳＮＲが取得される。
【００４１】
本発明の実施形態においては、前処理段階で決定されたピッチラグ分だけ過去へとシフト
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された重み付きオーディオ信号の前記部分のバージョンに基づいて、適応型コードブック
が近似され、重み付きオーディオ信号の前記部分と近似された適応型コードブックとの誤
差が最小化されるように、適応型コードブックゲインが推定され、更に、重み付きオーデ
ィオ信号の前記部分と適応型コードブックゲインによってスケールされた近似された適応
型コードブックとの間のエネルギーに基づいて、推定適応型コードブック歪みが決定され
る。従って、推定適応型コードブック歪みは低い演算量で決定され得る。
【００４２】
本発明者らは、ＡＣＥＬＰなどの第２符号化アルゴリズムを用いてオーディオ信号の前記
部分を符号化及び復号化する際に取得されるであろう、セグメントＳＮＲのような品質尺
度は、上述した特徴を任意の組合せで使用することにより、適切な方法で推定可能である
ことを認識している。
【００４３】
本発明の実施形態においては、推定された品質尺度を比較する際に、ヒステリシス・メカ
ニズムが使用される。これにより、どのアルゴリズムを使用すべきかを、より安定して決
定することが可能になる。ヒステリシス・メカニズムは、推定された品質尺度（例えばそ
れらの間の差）及び他のパラメータ、例えば以前の決定に係る統計、時間的に定常なフレ
ームの数、フレーム内の過渡などに依存し得る。そのようなヒステリシス・メカニズムに
関して、例えば特許文献３を参照することができる。
【００４４】
本発明の実施形態において、オーディオ信号を符号化する符号器は、装置（１０）と、第
１符号化アルゴリズムを実行するステージと、第２符号化アルゴリズムを実行するステー
ジとを備え、符号器は、制御部１６による選択に依存して、第１符号化アルゴリズム又は
第２符号化アルゴリズムを使用してオーディオ信号の前記部分を符号化するよう構成され
ている。本発明の実施形態において、符号化及び復号化のシステムは、前記符号器と、オ
ーディオ信号の前記部分の符号化済みバージョンとオーディオ信号の前記部分を符号化す
るために使用されたアルゴリズムの指示とを受信し、かつオーディオ信号の前記部分の符
号化済みバージョンを前記指示されたアルゴリズムを使用して復号化するよう構成された
復号器と、を含む。
【００４５】
図１に示しかつ上述した（フィルタ２を除く）開ループのモード選択アルゴリズムは、先
行出願（特許文献４）の中で開示されている。このアルゴリズムは、２つのモード、例え
ばＡＣＥＬＰとＴＣＸとの間の選択を、フレーム毎に行うために使用される。その選択は
、ＡＣＥＬＰ及びＴＣＸの両方のセグメントＳＮＲの推定に基づいてもよい。最高の推定
セグメントＳＮＲを有するモードが選択される。任意ではあるが、更にロバストな選択を
提供するために、ヒステリシス・メカニズムが使用されてもよい。ＡＣＥＬＰのセグメン
トＳＮＲは、適応型コードブック歪みの近似と、革新的コードブック歪みの近似とを使用
して推定されてもよい。適応型コードブックは、ピッチ分析アルゴリズムによって推定さ
れたピッチラグを使用して、重み付き信号ドメインにおいて近似されてもよい。その歪み
は、最適なゲインを仮定して重み付き信号ドメインにおいて計算されてもよい。次に、そ
の歪みは、革新的コードブック歪みを近似するように、一定ファクタだけ低減されてもよ
い。ＴＣＸのセグメントＳＮＲは、現実のＴＣＸ符号器の簡易バージョンを使用して推定
されてもよい。入力信号は、まずＭＤＣＴを用いて変換され、次に重み付きＬＰＣフィル
タを用いて整形されてもよい。最後に、その歪みが、グローバルゲイン及びグローバルゲ
イン推定部を使用して、重み付きＭＤＣＴドメインにおいて推定されてもよい。
【００４６】
先行出願で開示されているこの開ループのモード選択アルゴリズムは、スピーチ状及び過
渡状の信号に対してはＡＣＥＬＰを選択し、音楽状及びノイズ状の信号に対してはＴＣＸ
を選択して、期待される決定を殆どの場合に提供することが分かってきた。しかしながら
、発明者らは、幾つかのハーモニックな楽音信号に対してＡＣＥＬＰが時折選択される可
能性があることを認識していた。そのような信号に対し、適応型コードブックは一般的に
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高い予測ゲインを有する。その理由は、低い歪みを生成し、よってＴＣＸよりも高いセグ
メントＳＮＲを生成する、ハーモニックな信号の高い予測可能性に起因するものである。
しかしながら、殆どのハーモニックな楽音信号に対してはＴＣＸの方がより良好な音質を
提供するので、このような場合にはＴＣＸが推奨されるべきである。
【００４７】
それ故、本発明は、入力信号のハーモニクスを低減するためにフィルタ処理された、入力
信号のあるバージョンを使用して、第１品質尺度としてのＳＮＲ又はセグメントＳＮＲの
推定を実行することを提案する。これにより、ハーモニックな楽音信号に対する改善され
たモード選択が達成できる。
【００４８】
一般的に、ハーモニクスを低減するための如何なる適切なフィルタでも使用可能である。
本発明の実施形態において、フィルタは長期予測フィルタである。長期予測フィルタの１
つの簡単な例は、
Ｆ（ｚ）＝１－ｇ・ｚ-T

であり、ここで、フィルタパラメータはゲイン「ｇ」とピッチラグ「Ｔ」であり、これら
はオーディオ信号から決定される。
【００４９】
本発明の実施形態は、ＴＣＸのセグメントＳＮＲ推定におけるＭＤＣＴ分析の前にオーデ
ィオ信号に対して適用される、長期予測フィルタに基づいている。長期予測フィルタは、
ＭＤＣＴ分析の前に、入力信号内のハーモニクスの振幅を低減させる。その結果、重み付
きＭＤＣＴドメイン内の歪みが低減され、ＴＣＸの推定されたセグメントＳＮＲが増大し
、最終的に、ハーモニックな楽音信号に対してＴＣＸがより頻繁に選択されるようになる
。
【００５０】
本発明の実施形態において、長期予測フィルタの伝達関数は、ピッチラグの整数部と、ピ
ッチラグの小数部に依存するマルチタップフィルタとを含む。これにより、整数部が通常
のサンプリングレートの枠組み（ｚ-Tint）の中だけで使用されるので、効率的な実装が
可能になる。同時に、マルチタップフィルタにおける小数部の使用に起因して、高い精度
も達成できる。マルチタップフィルタにおいて小数部を考慮することで、ハーモニクスの
エネルギーの除去が達成できる一方で、ハーモニクスに近い部分のエネルギーの除去は防
止できる。
【００５１】
本発明の実施形態において、長期予測フィルタは以下の式で記述される。

ここで、ＴintとＴfrとはピッチラグの整数部と小数部をそれぞれ示し、ｇはゲインであ
り、βは重みであり、Ｂ（ｚ，Ｔfr）はＦＩＲローパスフィルタであって、その係数はピ
ッチラグの小数部に依存している。そのような長期予測フィルタの実施例についての更な
る詳細を、以下に説明する。
【００５２】
ピッチラグとゲインはフレーム毎に推定されてもよい。
【００５３】
予測フィルタは、１つ又は複数の（例えば正規化相関又は予測ゲインなどの）ハーモニシ
ティ尺度、及び／又は、１つ又は複数の（例えば時間的平坦度又はエネルギー変化などの
）時間的構造尺度に基づいて、無効化（ゲイン＝０）されることができる。
【００５４】
フィルタは入力オーディオ信号に対してフレーム毎に適用され得る。フィルタパラメータ
が１つのフレームから次のフレームへと変化する場合には、２つのフレーム間の境界に不
連続部（discontinuity）が導入され得る。実施形態において、当該装置は、フィルタに
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よって引き起こされたオーディオ信号内の不連続部を除去するためのユニットを更に含む
。可能性のある不連続部を除去するために、如何なる技術、例えば特許文献５、特許文献
６、特許文献７又は特許文献８に開示されている技術に匹敵する技術を用いてもよい。可
能性のある不連続部を除去するための別の技術を、以下に説明する。
【００５５】
図３を参照しながら第１推定部１２及び第２推定部１４の実施例を詳細に説明する前に、
図２を参照して符号器２０の実施形態について説明する。
【００５６】
符号器２０は、第１推定部１２、第２推定部１４、制御部１６、前処理ユニット２２、ス
イッチ２４、ＴＣＸアルゴリズムを実行するよう構成された第１符号器ステージ２６、Ａ
ＣＥＬＰアルゴリズムを実行するよう構成された第２符号器ステージ２８及び出力インタ
ーフェイス３０を含む。前処理ユニット２２は通常のＵＳＡＣ符号器の一部であってもよ
く、ＬＰＣ係数、重み付きＬＰＣ係数、重み付きオーディオ信号及び１セットのピッチラ
グを出力するよう構成されてもよい。ここで、これら全てのパラメータは両方の符号化ア
ルゴリズム、即ちＴＣＸアルゴリズム及びＡＣＥＬＰアルゴリズムにおいて使用されるこ
とに注意されたい。従って、そのようなパラメータは開ループのモード決定のために追加
的に計算される必要がない。既に計算済みのパラメータを開ループのモード決定において
使用する利点は、演算量を節約できることである。
【００５７】
図２に示すように、この装置はハーモニクス低減フィルタ２を含む。この装置は、任意で
はあるが、一つ又は複数のハーモニシティ尺度（例えば正規化相関又は予測ゲインなど）
及び／又は一つ又は複数の時間的構造尺度（例えば時間的平坦度又はエネルギー変化）の
組合せに基づいて、ハーモニクス低減フィルタ２を無効化させるための無効化ユニット４
を更に含む。この装置は、任意ではあるが、オーディオ信号のフィルタ処理済みバージョ
ンから不連続部を除去するための、不連続部除去ユニット６を更に含む。加えて、この装
置は、任意ではあるが、ハーモニクス低減フィルタ２のフィルタパラメータを推定するた
めのユニット８を更に含む。図２において、これらの構成要素（２，４，６，８）は第１
推定部１２の一部として示されている。指摘するまでもないが、これらの構成要素は、第
１推定部の外部又は別の位置に構成され、かつ第１推定部に対してオーディオ信号のフィ
ルタ処理済みバージョンを供給するよう構成されてもよい。
【００５８】
入力オーディオ信号４０は入力ライン上に供給される。入力オーディオ信号４０は第１推
定部１２、前処理ユニット２２、及び両方の符号器ステージ２６，２８に対して適用され
る。第１推定部１２では、入力オーディオ信号４０はフィルタ２に対して適用されて、入
力オーディオ信号のフィルタ処理済みバージョンが第１品質尺度の推定に使用される。フ
ィルタが無効化ユニット４によって無効化されている場合には、入力オーディオ信号のフ
ィルタ処理済みバージョンに代えて、入力オーディオ信号４０が第１品質尺度の推定に使
用される。前処理ユニット２２は、入力オーディオ信号を従来方式で処理して、ＬＰＣ係
数及び重み付きＬＰＣ係数４２を導出し、オーディオ信号４０をその重み付きＬＰＣ係数
４２でフィルタ処理して、重み付きオーディオ信号４４を得る。前処理ユニット２２は、
重み付きＬＰＣ係数４２と、重み付きオーディオ信号４４と、１セットのピッチラグ４８
とを出力する。当業者には明らかなように、重み付きＬＰＣ係数４２及び重み付きオーデ
ィオ信号４４は、フレーム又はサブフレームへとセグメント化されてもよい。セグメンテ
ーションは、オーディオ信号を適切な方法で窓掛けすることで取得することができる。
【００５９】
代替的実施形態において、重み付きＬＰＣ係数及び重み付きオーディオ信号を、オーディ
オ信号のフィルタ処理済みバージョンに基づいて生成するよう構成された、前処理部が設
けられてもよい。オーディオ信号のフィルタ処理済みバージョンに基づく重み付きＬＰＣ
係数及び重み付きオーディオ信号は、次に第１推定部に対して適用されて、重み付きＬＰ
Ｃ係数４２及び重み付きオーディオ信号４４に代えて、第１品質尺度が推定される。
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【００６０】
本発明の実施形態においては、量子化済みＬＰＣ係数又は量子化済み重み付きＬＰＣ係数
が使用されてもよい。従って、用語「ＬＰＣ係数」は「量子化済みＬＰＣ係数」をも含む
ことを意図しており、用語「重み付きＬＰＣ係数」は「重み付き量子化済みＬＰＣ係数」
をも含むことを意図している点を理解されたい。この点において、ＵＳＡＣのＴＣＸアル
ゴリズムは、ＭＤＣＴスペクトルを整形するために、量子化済み重み付きＬＰＣ係数を使
用する点に注意する意義がある。
【００６１】
第１推定部１２は、オーディオ信号４０、重み付きＬＰＣ係数４２、及び重み付きオーデ
ィオ信号４４を受信し、それらに基づいて第１品質尺度４６を推定し、その第１品質尺度
を制御部１６へと出力する。第２推定部１４は、重み付きオーディオ信号４４とピッチラ
グ４８のセットとを受信し、それらに基づいて第２品質尺度５０を推定し、その第２品質
尺度５０を制御部１６へと出力する。当業者には公知なように、重み付きＬＰＣ係数４２
、重み付きオーディオ信号４４、及びピッチラグ４８のセットは、先行するモジュール（
即ち前処理ユニット２２）において既に計算されており、従って経費をかけずに使用可能
である。
【００６２】
制御部は、受信された品質尺度の比較に基づいて、ＴＣＸアルゴリズム又はＡＣＥＬＰア
ルゴリズムの一方を選択する決定を行う。上述したように、制御部は、どちらのアルゴリ
ズムを使用すべきか決定する際に、ヒステリシス・メカニズムを用いてもよい。第１符号
器ステージ２６又は第２符号器ステージ２８の選択は、制御部１６により出力される制御
信号５２によって制御されているスイッチ２４を用いて実行され、この様子は図２におい
て概略的に示されている。制御信号５２は、第１符号器ステージ２６又は第２符号器ステ
ージ２８のいずれが使用されるべきかを示している。その制御信号５２に基づいて、図２
において矢印５４により示され、且つＬＰＣ係数、重み付きＬＰＣ係数、オーディオ信号
、重み付きオーディオ信号、及びピッチラグのセットを少なくとも含む所要信号が、第１
符号器ステージ２６又は第２符号器ステージ２８の一方に対して適用される。選択された
符号器ステージは、その関連する符号化アルゴリズムを適用し、符号化済み表現５６又は
５８を出力インターフェイス３０へ出力する。出力インターフェイス３０は、符号化済み
オーディオ信号６０を出力するよう構成されてもよく、その信号６０は、符号化済み表現
５６又は５８の他に、ＬＰＣ係数又は重み付きＬＰＣ係数、選択された符号化アルゴリズ
ムのためのパラメータ、及び選択された符号化アルゴリズムについての情報を含んでもよ
い。
【００６３】
第１品質尺度及び第２品質尺度を推定するための特別な実施形態であって、第１及び第２
の品質尺度が重み付き信号ドメインにおけるセグメントＳＮＲであるものを、図３を参照
しながら以下に説明する。図３は、第１推定部１２、第２推定部１４、及びそれらの機能
を、個々の推定をステップ毎に示すフローチャートの形式で示している。
【００６４】
ＴＣＸセグメントＳＮＲの推定　
第１（ＴＣＸ）推定部は、オーディオ信号４０（入力信号）、重み付きＬＰＣ係数４２、
及び重み付きオーディオ信号４４を入力として受信する。オーディオ信号４０のフィルタ
処理済みバージョンがステップ９８において生成される。そのオーディオ信号４０のフィ
ルタ処理済みバージョンの中では、ハーモニクスが低減又は抑制されている。
【００６５】
オーディオ信号４０は、一つ又は複数のハーモニシティ尺度（例えば正規化相関又は予測
ゲインなど）及び／又は一つ又は複数の時間的構造尺度（例えば時間的平坦度又はエネル
ギー変化など）を決定するために、分析されてもよい。これら尺度の１つ、又はこれら尺
度の組合せに基づいて、フィルタ２、つまりフィルタ処理９８が無効化されてもよい。フ
ィルタ処理９８が無効化された場合には、第１品質尺度の推定は、オーディオ信号のフィ
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ルタ処理済みバージョンではなく、オーディオ信号４０を使用して実行される。
【００６６】
本発明の実施形態において、フィルタ処理９８から生じたオーディオ信号内の不連続部を
除去するために、不連続部を除去するステップ（図３には図示せず）をフィルタ処理９８
に続いて配置してもよい。
【００６７】
ステップ１００において、オーディオ信号４０のフィルタ処理済みバージョンが窓掛けさ
れる。窓掛けは、１０ｍｓの低オーバーラップ・サイン窓を用いて実行されてもよい。過
去のフレームがＡＣＥＬＰであった場合、ブロックサイズは５ｍｓ分増加されてもよく、
窓の左側は矩形であってもよく、ＡＣＥＬＰ合成フィルタの窓掛け済みゼロインパルス応
答は、窓掛け済み入力信号から除去されてもよい。この処理は、ＴＣＸアルゴリズムで行
われる処理と同様である。オーディオ信号の一部分を表現する、オーディオ信号４０の窓
掛け済みバージョンの１フレームがステップ１００から出力される。
【００６８】
ステップ１０２において、窓掛け済みオーディオ信号、即ち結果として得られたフレーム
が、ＭＤＣＴ（修正離散コサイン変換）を用いて変換される。ステップ１０４において、
重み付きＬＰＣ係数を用いてＭＤＣＴスペクトルを整形することにより、スペクトル整形
が実行される。
【００６９】
ステップ１０６において、エントロピーコーダ、例えば算術コーダを用いて符号化された
場合に、ゲインＧを用いて量子化された重み付きスペクトルが所与の目標Ｒをもたらすよ
うに、グローバルゲインＧが推定される。用語「グローバルゲイン」が使用される理由は
、１つのゲインが全体フレームのために決定されるからである。
【００７０】
グローバルゲイン推定の構成例を以下に説明する。このグローバルゲイン推定は、ＴＣＸ
符号化アルゴリズムが算術符号器と共にスカラ量子化器を使用する実施形態に適している
点に留意すべきである。算術符号器と共に使用されるそのようなスカラ量子化器は、ＭＰ
ＥＧ　ＵＳＡＣ標準において想定されている。
【００７１】
初期化
最初に、ゲイン推定において使用される変数が以下により初期化される。
1.　Set en[i] = 9.0 + 10.0*log10(c[4*i+0] + c[4*i+1] + c[4*i+2] + c[4*i+3]), 
ここで、０≦ｉ＜Ｌ／４、ｃ［］は量子化すべき係数のベクトルであり、Ｌはｃ［］の長
さである。
2.　Set fac = 128, offset = fac and target = any value (e.g. 1000)
【００７２】
反復
次に、以下の操作ブロックがＮＩＴＥＲ回実行される (例えば、ここではＮＩＴＥＲ＝１
０)。
1.　fac = fac/2
2.  offset = offset － fac
3.　ener = 0
4.　for every i where 0<=i<L/4 do the following: 
　if en[i]-offset > 3.0, then ener = ener + en[i]-offset
5.　if ener > target, then offset = offset + fac
【００７３】
反復の結果はオフセット値である。この反復の後で、グローバルゲインが
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として推定される。
【００７４】
グローバルゲインが推定される特別な方法は、使用される量子化器及びエントロピーコー
ダに依存して変化し得る。ＭＰＥＧ　ＵＳＡＣ標準においては、算術符号器と共にスカラ
量子化器が想定されている。他のＴＣＸの手法は、異なる量子化器を使用してもよく、そ
のような異なる量子化器のためのグローバルゲインを推定する方法は、当業者に理解でき
るであろう。例えば、ＡＭＲ－ＷＢ＋標準は、ＲＥ８格子量子化器が使用されると想定す
る。そのような量子化器については、非特許文献１の５．３．５．７章（３４頁）に説明
されているように、グローバルゲインが推定されてもよく、そこでは固定の目標ビットレ
ートが想定されている。
【００７５】
ステップ１０６でグローバルゲインを推定した後で、ステップ１０８では歪み推定が行わ
れる。更に具体的には、推定されたグローバルゲインに基づいて量子化歪みが近似される
。この実施形態においては、一様スカラ量子化器が使用されると想定している。従って、
量子化歪みは、Ｄ＝Ｇ*Ｇ／１２という簡略式を用いて決定され、ここで、Ｄは決定され
た量子化歪みを表し、Ｇは推定されたグローバルゲインを表す。これは、一様スカラ量子
化歪みの高レート近似に対応する。
【００７６】
決定された量子化歪みに基づいて、セグメントＳＮＲの計算がステップ１１０において実
行される。フレームの各サブフレームにおけるＳＮＲが、重み付きオーディオ信号エネル
ギーと、サブフレーム内で一定だと仮定されている歪みＤとの比として計算される。例え
ば、フレームが４つの連続的なサブフレームへと分割される。その場合、セグメントＳＮ
Ｒはそれら４つのサブフレームのＳＮＲの平均値であり、ｄＢで示されてもよい。
【００７７】
この手法は、ＴＣＸアルゴリズムを用いて対象となるフレームを実際に符号化及び復号化
したときに得られるであろう第１のセグメントＳＮＲの推定を可能にするが、実際にその
オーディオ信号を符号化及び復号化する必要はなく、従って、演算量の大幅な低減と計算
時間の低減をもたらす。
【００７８】
ＡＣＥＬＰセグメントＳＮＲの推定
【００７９】
第２推定部１４は、重み付きオーディオ信号４４と、前処理ユニット２２で既に計算され
たピッチラグ４８のセットとを受信する。
【００８０】
ステップ１１２において示したように、各サブフレームにおいて、上記重み付きオーディ
オ信号と上記ピッチラグＴとを単に使用して適応型コードブックが近似される。適応型コ
ードブックは次式によって近似され、
xw(n-T), n = 0, …, N
ここで、xwは重み付きオーディオ信号であり、Ｔは対応するサブフレームのピッチラグで
あり、Ｎはサブフレーム長である。したがって、適応型コードブックは、Ｔの分だけ過去
へとシフトされたサブフレームのバージョンを使用することによって近似される。それ故
、本発明の実施形態では、適応型コードブックは非常に簡易な方法で近似される。
【００８１】
ステップ１１４では、各サブフレームについて適応型コードブックケインが決定される。
さらに具体的には、各サブフレームにおいて、重み付きオーディオ信号と近似された適応
型コードブックとの間の誤差を最小化するように、コードブックゲインＧが推定される。
この推定は、各サンプルについて両信号間の差を単純に比較し、これら差の合計が最小に
なるようにゲインを見つけることによって、実行される。
【００８２】
ステップ１１６では、各サブフレームについて適応型コードブック歪みが決定される。各
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サブフレームにおいて、適応型コードブックによって導入された歪みＤは、単に、重み付
きオーディオ信号とゲインＧによってスケールされた近似された適応型コードブックとの
間の誤差のエネルギーである。
【００８３】
ステップ１１６で決定された歪みは、革新的コードブックを考慮に入れる、任意選択的な
ステップ１１８において調整されてもよい。ＡＣＥＬＰアルゴリズムにおいて使用される
革新的コードブックの歪みは、一定値として単純に推定されてもよい。本発明の上述の実
施例では、革新的コードブックは一定ファクタによって歪みＤを低減するものと仮定され
ている。よって、各サブフレームについてステップ１１６で得られた歪みは、ステップ１
１８で一定ファクタ、例えば０．０５５のような０～１のオーダーの一定ファクタによっ
て乗算されてもよい。
【００８４】
ステップ１２０では、セグメントＳＮＲの計算が行われる。各サブフレームにおいて、Ｓ
ＮＲが重み付きオーディオ信号エネルギーと歪みＤとの比として計算される。セグメント
ＳＮＲは４個のサブフレームのＳＮＲの平均であり、ｄＢで示されても良い。
【００８５】
この手法は、ＡＣＥＬＰアルゴリズムを用いて対象となるフレームを実際に符号化／復号
化した場合に得られる第２のＳＮＲの推定を可能にするが、オーディオ信号を実際に符号
化／復号化する必要はなく、それ故に、大幅に演算量を削減でき、かつ演算時間を削減で
きる。
【００８６】
第１と第２の推定部１２、１４は、推定されたセグメントＳＮＲ４６、５０を制御部１６
へと出力し、制御部１６は、推定されたセグメントＳＮＲ４６、５０に基づいてオーディ
オ信号の関連する部分のためにどのアルゴリズムが使用されるべきかの決定を行う。制御
部は、上記決定をより安定化させるためにヒステリシス・メカニズムを任意選択的に使用
してもよい。例えば、閉ループ決定におけるのと同様のヒステリシス・メカニズムが僅か
に異なる調整パラメータを用いて使用されてもよい。そのようなヒステリシス・メカニズ
ムは、上記推定されたセグメントＳＮＲ（両者の差など）と他のパラメータとに依存し得
る値「ｄｓｎｒ」を計算してもよく、他のパラメータとしては、例えば以前の決定につい
ての統計や、時間的に安定なフレームの数やフレーム内の過渡の数などである。
【００８７】
ヒステリシス・メカニズムを使用せずに、制御部はより高い推定されたＳＮＲを持つ符号
化アルゴリズムを選択してもよい。すなわち、第２の推定されたＳＮＲが第１の推定され
たＳＮＲよりも高い場合にはＡＣＥＬＰが選択され、第１の推定されたＳＮＲが第２の推
定されたＳＮＲよりも高い場合にはＴＣＸが選択されてもよい。ヒステリシス・メカニズ
ムを使用すれば、制御部は、以下のような決定規則に従って符号化アルゴリズムを選択し
てもよく、ここで、acelp_snrが第２の推定されたＳＮＲであり、tcx_snrが第１の推定さ
れたＳＮＲである。
if acelp_snr + dsnr > tcx_snr then select ACELP, otherwise select TCX.
【００８８】
ハーモニクスの振幅を低減するためのフィルタのパラメータの決定
【００８９】
ハーモニクスの振幅を低減するためのフィルタのパラメータの決定についての実施例につ
いて、次に説明する。フィルタパラメータは、例えばユニット８などの符号器側で推定さ
れてもよい。
【００９０】
ピッチ推定
【００９１】
１フレーム当り１つのピッチラグ（整数部＋小数部）が推定される（フレームサイズは例
えば２０ｍｓ）。この推定は、演算量を低減しかつ推定精度を向上させるため、３ステッ
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プで実施される。
【００９２】
ａ）ピッチラグの整数部の第１推定
滑らかなピッチ展開の輪郭を形成するピッチ分析アルゴリズムが使用される（例えば、非
特許文献３の第６．６章に開示された開ループピッチ分析など）。この分析は、通常、サ
ブフレーム・ベース（サブフレーム・サイズは例えば１０ｍｓ）で実行され、１サブフレ
ーム当り１つのピッチラグ推定値が生成される。これらピッチラグ推定値は如何なる小数
部も持たず、通常はダウンサンプリング済み信号（サンプリングレートは例えば６４００
Ｈｚ）に対して推定される点に留意すべきである。使用される信号は如何なるオーディオ
信号でもよく、例えば非特許文献３の第６．５章に開示されたＬＰＣ重み付きオーディオ
信号であってもよい。
【００９３】
ｂ）ピッチラグの整数部Ｔintの精製
コア符号器サンプリングレートで作動しているオーディオ信号ｘ［ｎ］に対してピッチラ
グの最終の整数部が推定され、そのサンプリングレートは通常、ａ）で使用されたダウン
サンプリング済み信号のサンプリングレート（例えば１２．８ｋＨｚ、１６ｋＨｚ、３２
ｋＨｚなど）よりも高い。信号ｘ［ｎ］は、例えばＬＰＣ重み付きオーディオ信号のよう
な、如何なるオーディオ信号であってもよい。
【００９４】
次に、ピッチラグの整数部Ｔintは、次の自己相関関数を最大化するラグであり、

ここで、ｄはａ）で推定されたピッチラグＴの周辺値である。

【００９５】
ｃ）ピッチラグの小数部Ｔfrの推定
ステップｂ）で計算された自己相関関数Ｃ（ｄ）を補間し、補間済み自己相関関数を最大
化する小数ピッチラグを選択することによって、小数部Ｔfrが発見される。この補間は、
例えば非特許文献３の第６．６．７章に開示されたローパスＦＩＲフィルタを使用するこ
とで実行され得る。
【００９６】
ゲイン推定と量子化
【００９７】
ゲインは、一般的にコア符号器のサンプリングレートで入力オーディオ信号に対して推定
されるが、その入力オーディオ信号はＬＰＣ重み付きオーディオ信号のような如何なる信
号でもよい。この信号はy[n]と表記され、x[n]と同じか又は相違していてもよい。
【００９８】
y[n]の予測値yp[n]は、まず次のフィルタを用いてy[n]をフィルタリングすることにより
発見される。

ここで、Ｔintは、（ｂ）において推定された）ピッチラグの整数部であり、Ｂ（ｚ，Ｔf

r）は、その係数が（ｃ）において推定された）ピッチラグの小数部Ｔfrに依存するロー
パスＦＩＲフィルタである。
【００９９】
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ピッチラグ分解能が１／４である場合のＢ（ｚ）の一例は次の通りである。

【０１００】
次に、ゲインｇは以下のように計算され、

０と１との間に制限される。
【０１０１】
最後に、ゲインｇは、例えば一様量子化を使用して、例えば２ビットで量子化される。
【０１０２】
βはフィルタの強度を制御するために使用される。１に等しいβは全効果を生成する。０
に等しいβはフィルタを無効化する。それ故、本発明の実施形態では、フィルタはβを０
の値に設定することによって無効化されてもよい。本発明の実施形態では、フィルタが有
効化される場合、βは０．５～０．７５の間の値に設定されてもよい。本発明の実施形態
では、フィルタが有効化される場合、βは０．６２５の値に設定されてもよい。Ｂ（ｚ，
Ｔfr）の一例が上述のように与えられる。また、Ｂ（ｚ，Ｔfr）の次数と係数は、ビット
レートと出力サンプリングレートとに依存し得る。ビットレートと出力サンプリングレー
トとの各組合せについて、異なる周波数応答を設計でき、かつ調整できる。
【０１０３】
フィルタの無効化
１つ又は複数のハーモニシティ尺度及び／又は１つ又は複数の時間的構造尺度の組合せに
基づいて、フィルタは無効化されてもよい。このような尺度の実例を以下に説明する。
【０１０４】
ｉ）ステップｂ）で推定された整数ピッチラグにおける正規化相関のようなハーモニシテ
ィ尺度

【０１０５】
入力信号が整数ピッチラグによって完全に予測可能であれば、正規化相関は１であり、入
力信号が全く予測不能であれば、正規化相関は０である。よって、高い値（１に近い）は
、ハーモニック信号を示すであろう。さらにロバストな決定のために、過去フレームの正
規化相関もまたこの決定に使用されてもよく、例えば、
(norm.corr(curr.)*norm.corr.(prev.))＞0.25
であれば、フィルタは無効化されない。
【０１０６】
ｉｉ）例えば、過渡検出のための過渡検出部によっても使用される、エネルギーサンプル
に基づいて計算された時間的構造尺度（例えば、時間的平坦度やエネルギー変化など）。
例えば、
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(temporal flatness measure＞ 3.5
又は
energy change＞3.5)
であれば、フィルタは無効化される。
【０１０７】
１つ又は複数のハーモニシティ尺度の決定に関する更なる詳細を以下に説明する。
【０１０８】
ハーモニシティの尺度は、例えばオーディオ信号又はその前処理済みバージョンの、ピッ
チラグにおける若しくはその周辺の正規化相関によって計算される。ピッチラグは第１ス
テージと第２ステージとを含むステージ内で決定されてもよく、第１ステージ内では、第
１サンプルレートのダウンサンプリング済みドメインでピッチラグの予備推定が決定され
、第２ステージでは、ピッチラグの予備推定が第１サンプルレートよりも高い第２サンプ
ルレートで精製される。ピッチラグは、例えば自己相関を用いて決定される。少なくとも
１つの時間的構造尺度は、例えばピッチ情報に依存して時間的に配置された時間領域内で
決定される。時間領域の時間的に過去に向かう側の端部は、例えばピッチ情報に依存して
配置されている。時間領域の時間的に過去に向かう側の端部は、その時間領域の時間的に
過去に向かう側の端部がピッチ情報の増大に伴って単調増加する時間量だけ過去に向かっ
てずれるように、配置されてもよい。時間領域の時間的に将来に向かう側の端部は、時間
的候補領域内でオーディオ信号の時間的構造に依存して配置されてもよく、その時間的候
補領域は、時間領域の又は時間的構造尺度の決定に対して高い影響度を持つ領域の時間的
に過去に向かう側の端部から、現在フレームの時間的に将来に向かう側の端部まで延びて
いる。時間的候補領域内の最大エネルギーサンプルと最小エネルギーサンプルとの間の振
幅又は比がこの目的で使用されてもよい。例えば、少なくとも１つの時間的構造尺度が、
上記時間領域内でのオーディオ信号の平均又は最大エネルギー変化を示してもよく、また
、その少なくとも１つの時間的構造尺度が所定の第１閾値より小さく、かつ現在のフレー
ム及び／又は先行するフレームについてハーモニシティ尺度が第２閾値より大きいとき、
無効化の条件が満たされてもよい。また、現在フレームについてのハーモニシティ尺度が
第３閾値より大きく、かつ現在フレーム及び／又は先行するフレームについてのハーモニ
シティ尺度が、ピッチラグの増大につれて減少する第４閾値より大きいとき、無効化の条
件が満たされてもよい。
【０１０９】
前記尺度を決定するための具体的実施例のステップ毎の説明を以下に行う。
【０１１０】
ステップ１．過渡検出と時間的尺度
【０１１１】
入力信号ｓHP（ｎ）は時間ドメインの過渡検出部に入力される。入力信号ｓHP（ｎ）はハ
イパスフィルタ処理される。過渡検出部のハイパスフィルタの伝達関数は、次の通りであ
る。

【０１１２】
過渡検出部のハイパスフィルタによってフィルタ処理された信号は、ｓTD（ｎ）で示され
る。このハイパスフィルタ処理された信号ｓTD（ｎ）は同じ長さの８個の連続したセグメ
ントにセグメント化される。各セグメントについて、ハイパスフィルタ処理された信号ｓ

TD（ｎ）のエネルギーは次式のように計算される。
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ここで、

は入力サンプリング周波数での２．５ミリ秒セグメント内におけるサンプルの個数である
。
【０１１３】
累積エネルギーは次式を使用して計算される。

【０１１４】
セグメントＥTD（ｉ）のエネルギーが累積エネルギーを一定ファクタ

分だけ超えた場合には、アタック（attack）が検出され、そのアタックインデックスはｉ
に設定される。

【０１１５】
もし、上記基準に基づいたアタックは検出されないが、セグメントｉ内で強いエネルギー
上昇が検出された場合には、アタックインデックスはアタックの存在を示さずにｉに設定
される。そのアタックインデックスは基本的に幾つかの追加的制限の下で１フレーム内で
の最終アタックの位置に設定される。
【０１１６】
各セグメントについてのエネルギー変化は、次のように計算される。

【０１１７】
時間的平坦度は次のように計算される。

【０１１８】
最大エネルギー変化は次のように計算される。

【０１１９】
Ｅchng（ｉ）又はＥTD（ｉ）のインデックスが負である場合には、そのインデックスは、
先行するセグメントからの値を示し、そのセグメントインデックスは現在フレームに関係
している。
【０１２０】
Ｎpastは、過去のフレームからのセグメントの個数である。時間的平坦度がＡＣＥＬＰ／
ＴＣＸ決定において使用するために計算される場合には、その数は０に等しい。もし、時
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【０１２１】
Ｎnewは、現在のフレームからのセグメントの個数である。その個数は、非過渡フレーム
については８個である。過渡フレームについては、まず最大及び最小エネルギーを持つセ
グメントの位置が発見される。

【０１２２】
もし、

であれば、Ｎnewはｉmax－３に設定され、それ以外であれば、Ｎnewは８に設定される。
【０１２３】
ステップ２．変換ブロック長の切り替え
【０１２４】
ＴＣＸのオーバーラップ長及び変換ブロック長は、過渡の存在及び過渡の位置に依存して
いる。
【０１２５】
表１：過渡位置に基づいたオーバーラップ長及び変換長のコーディング
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【表１】

【０１２６】
上述の過渡検出部は、基本的に、以下の制約、つまり、多数の過渡がある場合には、半オ
ーバーラップの方が全オーバーラップよりも好ましく、最小オーバーラップの方が半オー
バーラップよりも好ましいという制約の下で、最終アタックのインデックスをリターンす
る。もし、位置２又は６でのアタックが十分に強くない場合には、半オーバーラップが最
小オーバーラップに代えて選択される。
【０１２７】
ステップ３．ピッチ推定
【０１２８】
１つのピッチラグ（整数部＋小数部）は、演算量を削減しかつ推定精度を向上させるため
に、上述の３ステップ（ａ）～（ｃ）の中で説明したように、フレーム毎（フレームサイ
ズが例えば２０ｍｓ）に推定される。
【０１２９】
ステップ４．決定ビット
【０１３０】
入力オーディオ信号が如何なるハーモニックコンテンツを含まない場合、又は予測ベース
の技術が時間的構造における歪み（例えば短い過渡の繰り返し）を導入しそうな場合には
、次にフィルタを無効化する決定がなされる。
【０１３１】
その決定は、例えば整数ピッチラグにおける正規化相関や時間的構造尺度などの複数のパ
ラメータに基づいて行われる。



(24) JP 6086999 B2 2017.3.1

10

20

30

40

50

【０１３２】
整数ピッチラグにおける正規化相関norm_corrは、上述したように推定される。入力信号
が整数ピッチラグによって完全に予測可能であれば、正規化相関は１であり、入力信号が
予測不能であれば、０である。その場合、高い値（１に近い）はハーモニック信号を示し
ているであろう。大半のロバスト決定にとって、現在のフレームについての正規化相関(n
orm_corr(curr)) に加えて、過去のフレームの正規化相関(norm_corr(prev))が決定にお
いて使用され得る。例えば、
(norm_corr(curr)*norm_corr(prev))＞ 0.25 
又は
max(norm_corr(curr),norm_corr(prev)) ＞ 0.5 
であれば、現在のフレームは幾分かのハーモニックコンテンツを含む。
【０１３３】
強い過渡や大きな時間的変化を含む信号に対してフィルタが作動するのを避けるため、時
間的構造尺度は過渡検出部（例えば時間的平坦度（式６）及び最大エネルギー変化（式７
））によって計算されてもよい。時間的特徴は現在フレーム（Ｎnew個のセグメント）と
ピッチラグまでの過去のフレーム（Ｎpast個のセグメント）とを含む信号に対して計算さ
れる。ゆっくりと減衰する階段状の過渡については、過渡の位置（ｉmax－３）までだけ
全て又は幾つかの特徴が計算される。なぜなら、ＬＴＰフィルタリングによって導入され
るスペクトルの非ハーモニック部分における歪みは、強く長く続く過渡（例えばクラッシ
ュシンバル）のマスキングによって抑圧されるだろうからである。
【０１３４】
低ピッチの信号におけるパルス列は、過渡検出部によって過渡として検出され得る。従っ
て、低ピッチの信号については、過渡検出部からの特徴は無視され、それに代えてピッチ
ラグに依存した正規化相関についての追加的閾値が与えられる。例えば、
norm_corr≦１．２－Ｔint／Ｌ
であれば、フィルタを無効化する。
【０１３５】
以下に一例の決定を示す。そこでは、ｂ１が何らかのビットレート、例えば４８ｋｂｐｓ
であり、ＴＣＸ＿２０はフレームが単一のロングブロックを使用して符号化されることを
示し、ＴＣＸ＿１０はフレームが２、３、４個又はそれ以上のショートブロックを使用し
て符号化されることを示し、ＴＣＸ＿２０／ＴＣＸ＿１０決定は上述の過渡検出部の出力
に基づいている。tempFlatnessは（６）式で定義された時間的平坦度であり、maxEnergyC
hangeは（７）式で定義された最大エネルギー変化である。
norm_corr(curr)＞１．２－Ｔint／Ｌ
という条件は、
(１．２－norm_corr(curr))*L＜Ｔint

と書き換えることもできる。
【０１３６】
【表２】
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【０１３７】
過渡の決定は、長期予測についてどの決定メカニズムが使用され、その決定に用いられる
尺度のために信号のどの部分が使用されるかに影響を及ぼすものであって、過渡の決定が
長期予測フィルタの無効化を直接的にトリガーするものではないということが、上述の実
例から明らかである。
【０１３８】
変換長の決定に使用される時間的尺度は、ＬＴＰフィルタ決定に使用される時間的尺度と
完全に相違していても良く、又は、前者の尺度は後者の尺度と重複してもよく、若しくは
全く同じであって異なる領域で計算されたものであってもよい。低ピッチの信号の場合、
ピッチラグに依存する正規化相関についての閾値に到達したときには、過渡の検出は完全
に無視されてもよい。
【０１３９】
可能性のある不連続部を取り除く技術
【０１４０】
線形フィルタＨ（ｚ）をフレーム毎に適用することに起因する不連続部を取り除くための
可能性のある技術をここで説明する。線形フィルタは上述のＬＴＰフィルタであってもよ
い。線形フィルタは、ＦＩＲ（有限インパルス応答）フィルタ又はＩＩＲ（無限インパル
ス応答）フィルタであってもよい。提案手法は、過去のフレームのフィルタパラメータを
用いて現在のフレームの部分をフィルタリングせず、それによって公知手法の起こり得る
問題を避けるものである。提案手法は、不連続部を取り除くためにＬＰＣフィルタを使用
する。このＬＰＣフィルタは、（線形の時間－不変フィルタＨ（ｚ）によってフィルタ処
理済み、又は未処理の）オーディオ信号に対して推定され、そのため、（Ｈ（ｚ）によっ
てフィルタ処理済み、又は未処理の）オーディオ信号のスペクトル形状の良好なモデルと
なる。それ故、ＬＰＣフィルタは、オーディオ信号のスペクトル形状が不連続部をマスク
するように、使用される。
【０１４１】
ＬＰＣフィルタは様々な方法で推定され得る。ＬＰＣフィルタは、例えば、オーディオ信
号（現在及び／又は過去のフレーム）とLevinson-Durbin アルゴリズムとを使用して推定
され得る。また、ＬＰＣフィルタは、Levinson-Durbin アルゴリズムを使用して、過去に
フィルタ処理されたフレーム信号に対して計算され得る。
【０１４２】
Ｈ（ｚ）がオーディオコーデックにおいて使用され、このオーディオコーデックが、例え
ば変換ベースのオーディオコーデックの中で量子化ノイズを整形するためにＬＰＣフィル
タ（量子化済み、又は未量子化）を既に使用している場合には、新たなＬＰＣフィルタを
推定するために必要な追加的演算量を使用せずに、上記ＬＰＣフィルタが不連続部を円滑
化するために直接的に使用され得る。
【０１４３】
以下に、ＦＩＲフィルタの場合とＩＩＲフィルタの場合とにおける現在フレームの処理に
ついて説明する。過去フレームは既に処理済みであると仮定する。
【０１４４】
ＦＩＲフィルタの場合：
１．現在フレームのフィルタパラメータを用いて現在フレームをフィルタ処理し、フィル
タ処理済みの現在フレームを生成する。
２．オーディオ信号（フィルタ処理済み又は未処理）に対して推定された次数ＭのＬＰＣ
フィルタ（量子化済み又は未量子化）を考慮する。
３．過去フレームの最後のＭ個のサンプルがフィルタＨ（ｚ）と現在フレームの係数とを
用いてフィルタ処理され、フィルタ処理済み信号の第１部分を生成する。
４．フィルタ処理済みの過去フレームのＭ個の最終サンプルは、次にフィルタ処理済み信
号の第１部分から差し引かれ、フィルタ処理済み信号の第２部分を生成する。
５．次に、ＬＰＣフィルタとフィルタ処理済み信号の第２部分に等しいその初期状態とを
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用いて、ゼロサンプルのフレームをフィルタ処理することにより、ＬＰＣフィルタのゼロ
インパルス応答（ＺＩＲ）が生成される。
６．上記ＺＩＲは、その振幅が速やかに０になるように、任意選択的に窓掛けされ得る。
７．上記ＺＩＲの開始部分はフィルタ処理済みの現在フレームの対応する開始部分から差
し引かれる。
【０１４５】
ＩＩＲフィルタの場合：
１．オーディオ信号（フィルタ処理済み又は未処理）に対して推定された、次数ＭのＬＰ
Ｃフィルタ（量子化済み又は未量子化）を考慮する。
２．過去フレームの最後のＭ個のサンプルがフィルタＨ（ｚ）と現在フレームの係数とを
用いてフィルタ処理され、フィルタ処理済み信号の第１部分を生成する。
３．フィルタ処理済みの過去フレームのＭ個の最終サンプルは、次にフィルタ処理済み信
号の第１部分から差し引かれ、フィルタ処理済み信号の第２部分を生成する。
４．次に、ＬＰＣフィルタとフィルタ処理済み信号の第２部分に等しいその初期状態とを
用いて、ゼロサンプルのフレームをフィルタ処理することにより、ＬＰＣフィルタのゼロ
インパルス応答（ＺＩＲ）が生成される。
５．上記ＺＩＲは、その振幅が速やかに０になるように、任意選択的に窓掛けされ得る。
６．現在フレームの開始部分は次に、現在フレームの第１サンプルから開始するように、
サンプル毎に処理される。
７．そのサンプルはフィルタＨ（ｚ）と現在フィルタのパラメータとを用いてフィルタ処
理され、第１のフィルタ処理済みサンプルを生成する。
８．上記ＺＩＲの対応するサンプルは、次に第１のフィルタ処理済みサンプルから差し引
かれ、フィルタ処理済みの現在フレームの対応するサンプルを生成する。
９．次のサンプルへ移行する。
１０．現在フレームの開始部分の最終サンプルが処理されるまでステップ９～１２（を繰
り返す。
１１．現在フレームの残りのサンプルを現在フレームのフィルタパラメータを用いてフィ
ルタ処理する。
【０１４６】
従って、本発明の幾つかの実施形態は、セグメントＳＮＲを推定すること、及び簡易で正
確な方法で適切な符号化アルゴリズムの選択を行うこと、を可能にする。特に、本発明の
実施形態では、適切な符号化アルゴリズムの開ループ選択が可能になり、ハーモニクスを
含むオーディオ信号の場合に、符号化アルゴリズムの不適切な選択が避けられる。
【０１４７】
上述の実施形態では、個々のサブフレ―ムについて推定されたＳＮＲの平均値を計算する
ことによって、セグメントＳＮＲが推定される。代替的な実施形態においては、フレーム
をサブフレームに分割することなく、全体フレームのＳＮＲを推定することも可能であろ
う。
【０１４８】
本発明の実施形態では、閉ループ選択において必要となるステップ数を削減できるので、
閉ループ選択に比べて演算時間を大幅に低減することができる。
【０１４９】
従って、本発明の手法によって、良好な性能を持つ適切な符号化アルゴリズムの選択を可
能にしながら、多数のステップとそれに関連する演算時間が節約可能になる。
【０１５０】
これまで装置の文脈で幾つかの態様を示してきたが、これらの態様は対応する方法の説明
をも表しており、そのブロック又は装置が方法ステップ又は方法ステップの特徴に対応す
ることは明らかである。同様に、方法ステップを説明する文脈で示した態様もまた、対応
する装置の対応するブロックもしくは項目又は特徴を表している。
【０１５１】
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ここで説明した装置の実施形態及びその特徴は、コンピュータ、１つ又は複数のプロセッ
サ、１つ又は複数のマイクロプロセッサ、フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ（
ＦＰＧＡｓ）、アプリケーション特定型集積回路（ＡＳＩＣｓ）、及びそれに近似したも
の又はそれらの組合せであって、上述の機能を提供するために構成され又はプログラムさ
れたものによって実装されてもよい。
【０１５２】
方法ステップの幾つか又は全てが、例えばマイクロプロセッサ、プログラム可能なコンピ
ュータ、又は電子回路のようなハードウエア装置によって（又は使用して）実行されても
よい。幾つかの実施形態では、最も重要な方法ステップの幾つか又はそれ以上がそれら装
置によって実行されてもよい。
【０１５３】
所定の構成要件にもよるが、本発明の実施形態は、ハードウエア又はソフトウエアにおい
て構成可能である。この構成は、その中に格納される電子的に読み取り可能な制御信号を
有し、本発明の各方法が実行されるようにプログラム可能なコンピュータシステムと協働
する（又は協働可能な）、デジタル記憶媒体のような非一時的記憶媒体、例えばフレキシ
ブルディスク，ＤＶＤ，ブルーレイ，ＣＤ，ＲＯＭ，ＰＲＯＭ，ＥＰＲＯＭ，ＥＥＰＲＯ
Ｍ，フラッシュメモリなどのデジタル記憶媒体を使用して実行することができる。したが
って、デジタル記憶媒体はコンピュータ読み取り可能であってもよい。
【０１５４】
本発明に従う幾つかの実施形態は、上述した方法の１つを実行するようプログラム可能な
コンピュータシステムと協働可能で、電子的に読み取り可能な制御信号を有するデータキ
ャリアを含む。
【０１５５】
　一般的に、本発明の実施例は、プログラムコードを有するコンピュータプログラム製品
として構成することができ、そのプログラムコードは当該コンピュータプログラム製品が
コンピュータ上で作動するときに、本発明の方法の一つを実行するよう作動可能である。
そのプログラムコードは例えば機械読み取り可能なキャリアに記憶されていても良い。
【０１５６】
本発明の他の実施形態は、上述した方法の１つを実行するための、機械読み取り可能なキ
ャリアに格納されたコンピュータプログラムを含む。
【０１５７】
換言すれば、本発明の方法のある実施形態は、そのコンピュータプログラムがコンピュー
タ上で作動するときに、上述した方法の１つを実行するためのプログラムコードを有する
コンピュータプログラムである。
【０１５８】
本発明の他の実施形態は、上述した方法の１つを実行するために記録されたコンピュータ
プログラムを含む、データキャリア（又はデジタル記憶媒体又はコンピュータ読み取り可
能な媒体など）である。そのデータキャリア、デジタル記憶媒体、又は記録された媒体は
、典型的に有形及び／又は非一時的である。
【０１５９】
本発明の他の実施形態は、上述した方法の１つを実行するためのコンピュータプログラム
を表現するデータストリーム又は信号列である。そのデータストリーム又は信号列は、例
えばインターネットを介するデータ通信接続を介して伝送されるよう構成されても良い。
【０１６０】
他の実施形態は、上述した方法の１つを実行するように構成又は適応された、例えばコン
ピュータ又はプログラム可能な論理デバイスのような処理手段を含む。
【０１６１】
他の実施形態は、上述した方法の１つを実行するためのコンピュータプログラムがインス
トールされたコンピュータを含む。
【０１６２】
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本発明に従う他の実施形態は、ここで説明した方法の１つを実行するためのコンピュータ
プログラムを、受信器へ（例えば電子的に又は光学的に）伝送するよう構成された装置又
はシステムを含む。受信器は、例えばコンピュータ、携帯機器、メモリーデバイス又はそ
れらの類似物であってもよい。装置又はシステムは、例えばコンピュータプログラムを受
信器へと転送するファイルサーバを含んでもよい。
【０１６３】
幾つかの実施形態においては、（例えば書換え可能ゲートアレイのような）プログラム可
能な論理デバイスが、上述した方法の幾つか又は全ての機能を実行するために使用されて
も良い。幾つかの実施形態では、書換え可能ゲートアレイは、上述した方法の１つを実行
するためにマイクロプロセッサと協働しても良い。一般的に、そのような方法は、好適に
は任意のハードウエア装置によって実行される。
【０１６４】
上述した実施形態は、本発明の原理を単に例示的に示したに過ぎない。本明細書に記載し
た構成及び詳細について修正及び変更が可能であることは、当業者にとって明らかである
。従って、本発明は、本明細書に実施形態の説明及び解説の目的で提示した具体的詳細に
よって限定されるものではなく、添付した特許請求の範囲によってのみ限定されるべきで
ある。

【図１】 【図２】
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【図４ｂ】
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